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LINE（ライン）とX（エックス・旧ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は市kをご覧ください。　

▲

秘書広報課n

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」いわゆる「財政健全化法」は、１
年間の収支や将来負担に関する財政指標（①～④の健全化判断比率・⑤の資金
不足比率）を、監査委員の審査結果と共に議会に報告し、市民の皆さんに公表
することを義務付けています。これらの比率が国の定める「早期健全化基準」・
「経営健全化基準」を超える場合は、財政健全化計画や経営健全化計画を策定す
る義務を負うなど、財政の健全化に向けた取組を行うことになります。

　令和４年度決算に基づく本市の健全化判断比率および資金不足比率は、全て
の指標において、各基準の範囲内となりました。
　市では、引き続き行財政改革を推進し、財政構造の弾力性・健全性をより一
層高め、市民サービスの維持・向上を図っていきます。▲

財政課np042－460－9802

健全化判断比率と資金不足比率を公表します健全化判断比率と資金不足比率を公表します令和４年度
決算に基づく

❖健全化判断比率と資金不足比率 ❖語句解説
◇健全化判断比率� （単位：％）

健全化判断比率 早期健全化基準

①①実質赤字比率 －
（－7.59） 11.43

②②連結実質赤字比率 －
（－11.58） 16.43

③③実質公債費比率 2.4 25.0

④④将来負担比率 －
（－1.4） 350.0

注：実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、赤字額がないため、「－」と表
示し、参考として黒字比率を（　）内に負の値で表示しています。

注：将来負担比率については、充当可能財源等が将来負担額を超過したため、「－」
と表示し、参考として超過比率を（　）内に負の値で表示しています。

◇資金不足比率� （単位：％）
公営企業会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

⑤⑤下水道事業会計 －
（－42.8） 20.0

注：資金不足比率については、資金不足額がないため「－」と表示し、参考として資
金剰余比率を（　）内に負の値で表示しています。

西東京市 一部事務組合
広域連合

地方三公社
第三セクター一般会計等 公営事業会計 公営企業会計

●一般会計

● �国民健康保険
　特別会計
●駐車場事業
　特別会計
●介護保険
　特別会計
●後期高齢者
　医療特別会計

● �下水道事業
　会計

● �柳泉園組合
● �東京たま広域
　資源循環組合
● �東京市町村
　総合事務組合
● �多摩六都科学館組合
● �昭和病院企業団
● �東京都後期高齢者
　医療広域連合

● �西東京市
　土地開発
　公社

①実質赤字比率
②連結実質赤字比率

③実質公債費比率
④将来負担比率
⑤資金不足比率

※標準財政規模…地方公共団体が、標準的な状態にあるときに通常収入されるであろ
う経常的な一般財源の規模を示すもの（臨時財政対策債の発行可能額を含む）

※紙面の都合上、固有名詞である専門用語をやむなく使用しています。財政白書で
は家計に例えるなど、より平易な言葉で解説を加えていますのでご覧ください。

①①実質赤字比率
　一般会計等において、歳入から歳
出や翌年度に繰り越す財源などを差
し引いた額が赤字である場合、その赤
字額（実質赤字）の標準財政規模（※）
に対する割合
②②連結実質赤字比率
　公営企業会計を含めた全ての会計
を対象とした実質赤字（または資金不
足額）の標準財政規模に対する割合
③③実質公債費比率
　一般会計等が負担する元利償還金
など（借入金返済のための元金と利
子や、一部事務組合への負担金・補助

金のうち、組合の借入金返済に充て
たと認められるものなど）の、標準財
政規模を基本とした額に対する割合
④④将来負担比率
　一般会計等が将来負担すべき実質
的な負債（借入金の残高、一部事務組
合などの借入金返済に充てる負担等
見込額、職員退職手当支給予定額など）
の、標準財政規模を基本とした額に
対する割合
⑤⑤資金不足比率
　公営企業会計において資金不足額
がある場合、その不足額の公営企業
の事業規模に対する割合

❖令和４年度決算に基づく
　健全化判断比率および資金不足比率

※�①②における早期健全化基準は、市町村の
財政規模などにより異なります。
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財政白書・市税白書を作成しました
　市民の皆さんに市の財政状況や市税の現状をご理解いただくため、｢財政
白書｣と｢市税白書｣の最新版を作成しました。
　財政白書（令和４年度決算版）は、財政課（田無庁舎３階）で、市税白書（令
和４年度版）は、市民税課（田無庁舎４階）で、またいずれの白書も情報公開
コーナー（田無庁舎５階）で配布しています。市kでもご覧になれます。▲

財政白書に関するお問い合わせ…………財政課np042－460－9802▲

市税白書に関するお問い合わせ…………�市民税課np042－460－9827��
資産税課np042－460－9829
納税課np042－460－9831
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❖令和４年度における比率の対象

（財政の
 早期健全化・再生）

（公営企業の経営健全化）

健全段階
指標の整備と
情報開示の徹底

早期健全化段階
自主的な改善努力に
よる財政健全化

再生段階
国の関与による
確実な再生

①実質赤字比率

⑤資金不足比率
※下水道事業会計

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

自転車の　代わりに置こう　思いやり
10月22日㈰～31日㈫

　自転車やバイクなどは手軽な交通
手段ですが、安易な気持ちで道路に
置いてしまうと交通事故の要因に
なってしまうことがあります。
��市ではキャンペーンに伴い、田無
警察署や西武鉄道などと協力して、
自転車の放置防止啓発活動を行うほ
か、放置されている自転車や原付バ
イクなどを撤去します。
　各駅周辺に自転車などでお出掛け
の際は、自転車駐車場をご利用くだ
さい。
　放置自転車のない、きれいで、快

適なまちづくりにご協力をお願いし
ます。▲

交通課o
　p042－438－4057

撤去された自転車や原付バイク
　市では「西東京市自転車等の放置
防止に関する条例」により、歩道や
車道に放置された自転車や原付バイ
クは撤去し、南町自転車等保管所ま
たは柳沢自転車等保管所に移送し
ます。撤去した自転車や原付バイク
の返還には撤去保管料が必要となり
ます。
　「ちょっとだけだから」などと歩道
や車道に置くことで、歩行者や自動
車などの通行の妨げや災害・緊急時
の活動の妨げになります。利用者一
人一人が責任を持って自転車駐車場
を利用しましょう。

□自転車等保管所の開所時間
　午後１時～６時（㈯・年末年始を
除く毎日）
□撤去保管料
●自転車：2,000円
●原付バイク：3,000円
※南町自転車等保管所は12月28日㈭
をもって閉鎖となり、令和６年１月
４日㈭から柳沢自転車等保管所に集
約して保管します。▲

交通課op042－438－4057

東京都k


